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平成２９年度第４回自殺総合対策東京会議 

計画策定部会 

平成３０年１月３１日 

 

 

【中山課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成２９年度第４回自

殺総合対策東京会議計画策定部会を開会させていただきます。 

 本日は、お集まりいただきました委員の皆様方には、御多忙にもかかわらず御出席いた

だきまして、まことにありがとうございます。私は東京都福祉保健局保健政策部事業調整

担当課長の中山でございます。議事に入りますまで進行を務めさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、お手元の資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、座席表がございま

して、次第、その後に資料１、２、３という形でつけさせていただいております。また、

机上配付の資料といたしまして、緑色のフラットファイルを置かせていただいております。

こちらは東京における自殺総合対策の基本的な取組方針を資料ナンバー１としまして、８

の市町村自殺対策計画策定の手引までをつづってございます。それから、お手元に、２枚

のチラシも置かせていただいております。 

 もし、なければ挙手いただければと思います。途中で、ない場合にも、挙手いただけれ

ば係の者が参りますので、よろしくお願いいたします。 

 本会議は、緑色のフラットファイル内にあります、自殺総合対策東京会議設置要綱第９

条の準用により公開となっておりますため、議事内容は会議録として後日公開させていた

だきます。 

 なお、本日の出欠状況でございますけれども、清水委員は遅れておりまして、港区の白

井委員は、所用のため御欠席ということで御連絡をいただいております。 

 それでは早速、議事に入りたいと思います。ここからは鈴木部会長に進行をお願いした

いと思います。鈴木部会長、よろしくお願いいたします。 

【鈴木部会長】  それでは、どうぞよろしくお願いいたします。これから議事に入りた

いと思います。 

 前回に引き続きまして、委員の皆様から、できる限り御発言をいただきたいと思います

ので、何卒議事の進行に御協力をお願いいたします。 
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 まず初めに、議事（１）になります。「東京都自殺総合対策計画（仮称）」原案について。

こちらは事前に資料をお送りいただいておりますけれども、改めて事務局から変更点など

について説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【中山課長】  それでは、お手元に、厚くて恐縮なのですけれど、資料１という「東京

都自殺総合対策計画（仮称）」と、資料２として、前回各委員の方々からいただきました御

意見を整理させていただいた表、資料３として、前回からの変更点という形で資料を整理

させていただいております。お手元に資料ございますか。よろしいですか。 

 それでは、まず、いただいた御意見のところから御説明させていただきます。資料２を

御覧ください。日高委員から御意見をいただきました。４ページになります。４ページの

下に計画期間等々を入れさせていただいておりましたが、この点について、数値目標は３

８年までとなっているけれども、計画期間は３４年までの５年間なので、３５年以降どの

ように取り組んでいくのか、都民の方々にわかりやすくしたほうがよろしいのではないか

というような御意見をいただいたかと思います。 

 御意見をいただいたものを修正させていただいたのが、資料１の４ページの一番下の下

線になります。「ただし、自殺の実態の分析結果や社会情勢の変化等を踏まえ、適宜内容の

見直しを行うこと」としておりますということで、もちろん計画期間は５年間でございま

すけれども、社会状況で激動の何かがあったということがあれば、これ自体ももともとＰ

ＤＣＡサイクルで１年間ずつ評価していくということがありますので、その中でも計画策

定の見直しは行うことがあるのだということを記載させていただいております。 

 ２点目といたしましては、自殺総合対策の大綱等は１０年間の数値目標を示させていた

だいていて、東京都も、平成２７年から１０年後の３８年の自殺の数値目標ということで、

５ページに記載させていただいておりました。その中で、中間年の５年のところの数値目

標も算出できるという御意見を、清水委員からいただいたところなのですけれども、今回

東京都では自殺総合対策大綱とあわせていますので、計画の数値目標の表記といたしまし

ては、１０年後ということで自殺死亡率、自殺者数両方とも３０％以上減少させることを、

平成３８年までということで記載させていただこうと考えております。 

 次に、資料１の２６ページを御覧ください。こちらも日高委員から御意見いただきまし

た。実際に児童生徒の自殺防止サポート活動を行っているところということで、コンビニ

はどれくらいかと、実績を追記したほうがよいのではないかと。また、もう少し具体的に

取組を書いたほうがよいというような御意見をいただいたところでございます。 
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 コンビニに実際にそのような問い合わせが来たとかいうのは、正直、数値としては取っ

ておりませんので、こちらは実績を載せるということは難しいということを、まず１つお

答えしたいと思います。「また」以下、もう少し具体的に取組を書いたほうがよいというこ

とで、２６ページの丸の２個目です。児童生徒の自殺防止サポート活動ということで、取

組内容という形で３点大きく入れさせていただきました。前回よりも、こちらのほうがわ

かりやすくなっているかなということで、工夫させていただいたところでございます。 

 次に、２７ページです。意識調査を東京都でやったものを受けて、都としてどのような

取組をしていくというような記載があったほうがよいのではないかという御意見をいただ

きましたので、資料１の２７ページでございます。第５章、今後の方向性のところの一番

トップに、東京都の自殺の現状や意識調査結果、及びこれまで取り組んできたというとこ

ろで掲載させていただくとともに、今回意識調査の中では、例えば普及啓発がまだまだだ

とか、ＳＮＳなどを利用した相談も施策として進めたほうがいいのではないかという御意

見をいただきましたので、取組としても後ほど出てまいりますが、普及啓発ですとか、Ｓ

ＮＳ相談の施策を盛り込んで記載してあります。 

 次にいただいた、企業における取組に関しましては、今後とも東京都の産業労働所管と

連携して取組を進めていきたいと考えてございます。 

 次に、藤澤委員からいただきました、医療機関への研修の件でございますけれども、都

が実施する研修に関しましては、今、積極的に広報を行っているところでございます。当

然ホームページに掲載するところもそうですが、区市町村等の連絡会ですとか、先日、藤

澤委員からいただいた資料についても、ネットワーク機関に配布したりということで、今

後とも普及啓発、広報していく予定でおります。 

 次に、４０ページになります。産後うつの部分について、健康診査と予防の部分だけで

はなく、医療と連携というフレーズも追加したほうがいいのではないかということで、産

後うつが前回細かく二分されていたので、そこを一緒に書いて少し工夫させていただきま

した。４０ページの白丸の下から３つ目です。健康診査を行う区市町村を支援するととも

に、産後うつ等のリスクを有する家庭など、早期発見、早期対応・支援システムを充実さ

せますということで記載させていただいております。 

 次に、新井委員からいただきました、３５ページになります。若年層とは４０歳未満で

あるが、この部分については、主に児童生徒に関する内容が記載されている。もう少し上

の世代の若年層対策というものも必要ではないかということで、３５ページに記載してお
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ります。企業における取組は、若年層全体に対するＳＮＳを活用した取組ということで、

３５ページの２つ目がＳＮＳを活用した取組、ＳＮＳ自殺相談ということで、若年層に対

する自殺防止対策を強化するため、ＳＮＳを活用した自殺相談を実施しますということで

記載しております。 

 こちらのＳＮＳ自殺相談は、新規事業ということで、立ち上げる予定になってございま

す。東京都の予算は、これから議会で審議をいただくことになっているのですけれども、

平成３０年度の予算にはＳＮＳ自殺相談の経費を計上させていただいております。 

 次に、ＳＯＳの出し方教育についてということで御意見をいただきましたが、既に教育

庁等でもやってございますが、教職員向けの指導書を作成することということで聞いてご

ざいますので、こうした対応で考えております。 

 次に、３９ページでございます。女性の自殺死亡率が高いということと、ＬＧＢＴに関

した内容もという御意見を小高委員からいただきました。そこで、３９ページの上から丸

の４つ目に性的マイノリティのところを追記させていただいております。 

 あとは、長時間労働等のところにメンタルヘルスですとか、ハラスメント関係を含めた

相談等々も記載してございます。 

 次に、清水委員からいただきました、各種取組の事業所管をということでしたので、４

２ページ以降が各種取組の今後の事業計画ということで、主要項目に分けて取組と、その

下の括弧に所管が入ってございます。このような形で、全部整理させていただいておりま

す。 

 次に、もう１点、区市町村の取組好事例を他自治体へ提供することも都の役割として必

要だと考えるという御意見でございますが、区市町村の取組好事例につきましては、これ

までも東京都は区市町村連絡会等を通じて、その都度御紹介させていただきますので、計

画には取組事例については追記しないということで整理させていただいております。 

 次に、３１ページでございます。若年層に対しては、スマートフォン、携帯電話等、括

弧書きで、アプリ等を使ったネット電話等も含むという下線部分を追記したほうがいいと

いうことですので、３１ページの下から２行目、「アプリ等を使ったインターネット電話含

む」ということで、記載させていただいております。 

 また、最後に、推進体制のネットワークのイメージを記載してはどうですかという御指

摘でしたので、最後のページ、５１ページに地域のネットワークのイメージ図を追加させ

ていただいております。 
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 こちらが今、各委員の方々から御意見をいただいたものを、こちらで対応できる部分等

を一覧にして、資料１に反映させているところでございます。 

 次、資料３のところでございますけれども、こちらは全ての変更点を今、書かせていた

だいていますので、各委員の方々からの御意見というところは割愛して説明させていただ

きます。 

 まず資料３の頭からです。まず、全般的に前回はたたき台ということでしたので、「であ

る調」でございましたが、今回「です・ます調」に合わせております。文章の冒頭には年

月日を先に入れるように、わかりやすく記載して修正させていただきました。 

 次に、資料１の１ページの２０行目でございますが、自殺総合対策の基本認識のところ

を、大綱の基本認識は重要ですので、その文章を追記してございます。 

 また、ページをおめくりいただきまして、２ページの７行目でございますが、平成２４

年に見直しが行われた大綱の追加事項について、文中に記載してございます。 

 次、おめくりいただきまして、４ページでございます。４ページの２３行目でございま

すけれども、（３）ということで、自殺対策の基本的な考え方でございますが、こちらは第

５章の東京都における自殺対策の課題と今後の方向性のところに記載していたのですが、

この基本的な考え方自体が計画策定の大もとであると考えていますので、こちらの第２章

にそのまま移行してございます。 

 前回の御意見を踏まえたものは、先ほど御説明させていただきましたので、次に、６ペ

ージの８行目以降でございますけれども、統計の説明についてですが、警察庁の自殺統計

と、厚労省の人口動態統計をそれぞれ分けるように修正いたしました。 

 次に、第３章のデータのところでございますけれども、全体的にグラフの配置を、主観

的なところもあるかもしれませんが、見やすくさせていただいております。また、グラフ

の掲載順でございますけれども、全体的な状況に都道府県別の自殺死亡率や主要国の自殺

死亡率を移行してございます。また、自殺死亡率の年次推移のグラフも追加してございま

す。（２）以降には個別のグラフ、性別・年齢別の特徴などを配置してございます。 

 次に、データの下のところに参考ということで、１０年前の平成１８年のグラフを入れ

させていただきましたが、文章を枠の外に出した形で、見やすくさせていただいておりま

す。全体的に「年代別」という単語を、「年齢階級別」という文言に整理させていただいて

おります。 

 次に、１６ページの２６行目でございますけれども、自殺の原因・動機について、男性
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が女性よりも経済・生活問題や勤務問題の自殺割合が多いことの根拠として、表１の男女

それぞれ人数・割合を追記いたしました。 

 次に、１７ページの９行目でございますが、「自殺は平均４つの要因」の調査の根拠資料

名、「自殺実態白書２００８」ライフリンクを記載させていただいてございます。 

 次に、２５ページになりまして、第４章に移ります。今回こちらの第４章で、これまで

の評価ということで記載させていただいたのですけれども、今回この計画自体は最初につ

くるものですので、評価の部分は割愛させていただきました。これまでの取組につきまし

ても、今後の施策とかなり重複する部分も多ございましたので、これまでの取組について

は一部の記載として整理させていただいております。 

 また、事業として進めております各種リーフレットを、いろいろなページに個別に添付

していたのですが、２６ページの下にまとめて記載するよう、見やすくさせていただいて

おります。 

 次は、前回の御意見を踏まえということなので、割愛させていただきまして、資料３の

２ページ目になります。第６章ですが、全体的に冒頭に記載した人口動態統計の調査に関

する文章は、施策の最後に移行してございます。 

 そして２９ページの３行目でございますが、冒頭に大きく３つの施策について、その施

策の考え方等について記載されておりませんでしたので、ここを追記させていただいてお

ります。 

 次に、第６章の１でございますが、全体的に（１）の区市町村等への支援強化から、（５）

の生きることの促進要因への支援までについて、それぞれ冒頭にリード文といいますか、

冒頭に取組の概要を追記してございます。 

 個別には、まず２９ページの１２行目でございます。国の自殺総合対策推進センターの

話を、冒頭の文章に移行してございます。 

 また、２９ページの３３行目でございますが、まさにこの東京会議、これは部会ですけ

れども、東京会議の話がございませんでしたので、東京会議の運営を追加してございます。 

 次に、３０ページの２１行目については、各種相談窓口職員の方々を対象とした研修に

ついて、文章を１つにまとめて、わかりやすくしてございます。 

 次に、おめくりいただいて３２ページの３３行目でございますが、多重債務問題に関す

る相談・支援の充実について、文章を簡潔にまとめて読みやすくさせていただいておりま

す。また、次の３７行目についても、同様に整理させていただいております。 
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 また飛びまして、３５ページの１３行目でございます。（４）について、勤務問題による

自殺対策の推進から、職場における自殺対策の推進という形で修正させていただいており

ます。 

 次に、第６章の３で、３８ページの１８行目でございますが、スマートフォン用アプリ

及びホームページによる相談について、自殺防止のための環境整備から、こちらの各機関

の設置に移行させていただいております。 

 ３９ページの２３行目については、生活困窮者の関係の文章を修正してございます。 

 ４２ページですけれども、先ほども御説明しましたが、各種取組の今後の事業計画を全

て入れさせていただいております。 

 ざっと修正点と変更点等、御説明させていただきました。こちらから主な修正点は以上

になります。 

【鈴木部会長】  順番から行きますと、まず前回の各委員の意見に対する対応について、

一つ一つ説明がなされました。それを受ける形で修正点、２枚にわたりまして、前回から

の変更点についての説明をいただきました。そうしますと、資料１全体の原案が見えてく

ると思うのですけれども、ここまでのところで御意見を、質問も含めていただきたいと思

います。いかがですか。 

 お願いします。 

【清水委員】  まず２点あるのですけれども、１点が、前回も意見させていただいたの

ですけれども、東京都の自殺対策の責任者は誰かということです。当然、東京会議のこと

も、組織のところに書いてありますし、また東京都というくくりであるわけですけれども、

都道府県自殺対策計画策定の手引きを厚生労働省が局長通知で全国に発出したものの１７

ページに、意思決定の体制をつくるというところで、行政トップが責任者となると。都道

府県知事または副知事を責任者とするいのち支える自殺対策推進本部を設置し、行政トッ

プがかかわる形で自殺対策を推進する体制を整えるということで、手引きの中にあります。 

 もちろん手引きは強制力もありませんし、あくまでも参考にということであるのですけ

れども、手引きでこのように都道府県知事または副知事が責任者となる体制を整えるとい

うことでありますので、私は東京都も、そうした体制をしっかりつくるべきだと考えてい

ますし、それを前回御指摘したのが、今回の修正の中に反映されていないと私自身は受け

とめていますので、その部分をぜひまた検討いただければということが１点。 

 あと、もう１点は、これも前回御指摘させていただいたことなのですけれども、東京都
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の役割として、区市町村への支援というものがあると思うのですけれども、これは今回か

なり加筆していただいていますので、私が前回御指摘させていただいたことの部分も加筆

していただいているのですが、ただ、自殺対策計画の支援です。区市町村が計画を策定す

る際の支援は、地域自殺対策推進センターの運営事業実施要綱、つまり東京都でいうと、

東京都地域自殺対策推進センターの設置要綱に書いてある、市町村への自殺対策計画支援、

これが一覧のところには書いてあるのですけれど、本体には書いてなかったので、せっか

くなので本体にも書いたほうがいいのではないかということと、あと、管内の連絡調整で

す。市町村間の調整も、７章の都の役割のところには入っているのですけれど、区市町村

支援のところには入っていなかったようなので、再掲でもいいと思いますが、ここにも改

めて加筆していただいたほうがいいのではないかと思います。 

 以上、ひとまずのところは２点です。 

【鈴木部会長】  いかがですか。今、３点出てきた中での２番目と３番目に関しては、

再掲ということで対応していただけると思うのだけれど、責任者、意思決定の主体といい

ますか、これはどうされますか。 

【中山課長】  御意見ありがとうございました。前回も御説明させていただいた、また

回答になってしまいますので、詳しくは割愛させていただきますが、東京都としては、こ

ういった計画ものについては必ず都のトップにまで上げて諮っていますし、また、最終的

には、通常このような計画ものというのは、でき上がりのときは最後は頭に知事のお言葉

が入ってでき上がるものですので、あくまで責任者というのは東京都知事ということで考

えておりますので、都としては、そのような形で対応したいと考えております。 

 後者でありました、区市町村支援のところでございますけれども、今、清水委員がおっ

しゃったのは、最初の本文の２９ページのところに、全部入れたほうがいいということで

よろしいですか。 

【清水委員】  そうですね。そのようなことです。 

【中山課長】  確かに計画策定の話は、後ろの表には出てくるのですけれども、こちら

に入っていませんので、検討させていただきます。２９ページの区市町村への支援強化の

ところに記載すればよろしいですか。そのような形で検討させていただきます。 

【鈴木部会長】  清水委員、このような対応でいかがですか。 

【清水委員】  後者のところは、表現をそのようにしていただくのでいいと思いますけ

れど、前者に関しては、前回の繰り返しになりますけれども、あくまでも行政のトップが
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責任者となる組織をしっかりとつくって、そこの中で責任を持って計画をオーソライズし

ていくということが、厚生労働省が出した手引きのいわんとしているところですので、そ

れは当然、都の計画ですから、最終的には知事が決裁というか、ゴーサインを出して、し

かも、「はじめに」のところに知事の挨拶がくる、これは当然ですけれど、ただ、それと、

知事がトップを務める体制をしっかりつくって、トップがプロセスにかかわる形で意思決

定をしていくというのは違いますので、引き合いに出すと、例えば長野県は長野県知事が

トップを務める自殺対策推進本部というものを立ち上げて、ここが関係部局の局長を集め

た会議を年に数回開いて、それで要所でこの計画策定にコミットしてきていますし、また

今後も、この計画の中に盛り込まれた内容がしっかり実施されているかどうかというのは、

その推進本部でもってチェックしていくことの検討がされているところですので、私はそ

のように自殺対策に関しては、トップがしっかりと計画策定のみならず、その進捗管理も

含めてトップがかかわる組織、会議体でもってチェックしていくべきだと思っています。 

【鈴木部会長】  という１つの御意見をいただいております。 

【中山課長】  御意見ありがとうございます。そもそもこの計画策定前から、東京都で

はこれの親会になります東京会議が、自殺対策のトップの組織といいましょうか、そちら

には今いろいろな取組を掲載させていただいていますけれども、関係局の主要ポストの

方々が参加させていただいて、会議も毎年開かせていただきますし、これについても、来

月２月に開催される東京会議で諮っていくことになっております。 

 また、この計画が策定された後の進捗状況ということについても、部会での検討もそう

ですけれども、東京会議の親会にも諮っていくことで考えておりますので、東京都として

は、そういった対応で進めていきたいと考えております。 

【清水委員】  今の点に関して、東京会議はあくまでも有識者会議ですね。 

【中山課長】  ただ、オブザーバーで全部入って。 

【清水委員】  あくまでもオブザーバーですから。 

【中山課長】  オブザーバーというか、一応要綱上は。 

【清水委員】  委員として入っていても、ただ、あれは有識者会議の中に都の幹部の方

たちが入っているということであって、東京会議というのは、あくまでも都の実施主体で

はないですから。 

【鈴木部会長】  その辺、どうなのですか。 

【中山課長】  これまで東京都のこのような事業を進めていくとかということは、東京
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会議に毎回諮っていますし、今の所管の各局については、東京会議に幹事ということで入

っています。また、その下に課長級の幹事会も設けまして、そこでも議論させていただい

ていますので、そういった形で対応するというように考えております。 

【鈴木部会長】  どなたからでも結構です。御意見いただきたいと思います。 

 お願いします。 

【森田委員】  質問させていただきたいのですけれど、４２ページの区市町村等への支

援強化というところに、交付金による財政支援というのが書いてあると思うのですけれど、

この交付金の財政支援というのは、地域自殺対策強化交付金でよろしいのかどうかという

ことが１点。 

 それと、これであるとすれば、この表で見ますと３１年度からというように読み取れる

のですけれど、そうではないのですね。３０年度でよろしいわけですね。 

【鈴木部会長】  では、１点目をお願いいたします。 

【中山課長】  ありがとうございます。こちらには交付金という形で、おっしゃるとお

り国の補助の地域交付金を主に財政支援ということで想定していますけれども、東京都で

は区市町村に対する包括補助というものがございますので、あちらも自殺対策の関係の対

象事業がございますので、財政支援として、そこも含んだ意味で考えております。 

 民間には交付金になるので。 

【森田委員】  わかりました。 

【中山課長】  民間と区市町村を一緒にしてしまって恐縮です。また、３０年からも継

続して支援するということになります。 

【森田委員】  はい。ありがとうございます。 

【鈴木部会長】  お願いします。 

【日高委員】  ３点ほど。２９ページの地域自殺対策推進センターというところで、こ

れは意見というか、感想なのですけれど、推進センターで全自治体の支援ということで、

機能をここで書いていただいているのは、これから計画を策定するところの自治体の担当

者の方々にとって、とても期待されているセンターになっているのですけれど、ここのと

ころの体制は、ここに書くものではないのですけれど、今度センターの機能や体制はどの

ようになっていくのかなというのが、もしできるものがあれば聞かせていただきたい。 

 ２つ目は、３０ページの相談窓口職員等を対象とした研修ということで、研修の機会を

確保というのはとても大事なところなのですけれど、今後、研修の中身を更新していくと
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いいますか、ただ座学でとか、そのようなところでは、今まで１０年間ゲートキーパー養

成研修とか、講演会とかやってきたのですけれど、研修自体がもう少し質を担保していく

ようなこともやっていくことを入れていくのも大事かなと１つ思いました。 

 それと、最後のページのネットワークのイメージ図なのですけれど、いろいろな網かけ

の相談機関が書いてあるのですけれど、下の枠のところ区市町村内の体制と書いてありま

すけれど、多摩地区の市町村で大体自殺の窓口となっているのが、健康主管課さんであっ

たり、実際に保健師さんなどが市民の相談を受けていたこともあります。そのようなとこ

ろが、この中には見えない。そのような部署が、ここにもう少し明確に書いていただいた

ほうがいいのかなと。このイメージ図で伝わるかなと。もう少し明記も難しいですね。難

しいのですけれど、肝心の事業主管課のところはクローズアップしたいなという部分もあ

ったりするのですけれど、まだ考えなければいけないかなというようなことを思いました。 

【鈴木部会長】  ３点いただきましたけれども、地域自殺対策推進センターの内容等を、

どの程度共有していくかということに関して、これはいかがですか。 

【中山課長】  御質問ありがとうございます。１点目は、２９ページの地域自殺対策推

進センターの体制というのは、人為的なことですか。 

【日高委員】  それも含めてなのですけれど、ほんとうに大変な重要な役目として期待

が大きいのですけれど、実際、東京都のセンターというのは、今後どのように発展させて

いくかといいますか、何かイメージがありましたら教えていただければと。 

【中山課長】  ありがとうございます。ここには書かないですけれども、体制というと

ころでは、私を含めて基本的には５人体制になっておりまして、内１名が専門職というこ

とで、保健師さんの非常勤さんを今考えているところで、進めていく予定でおります。 

 また、今も区市町村に対しまして連絡会等を、今年度は既に３回、また年度末に向けて

もう１回ということで、今年度はおそらく４回開けると思います。ですから四半期に１回

ぐらい開ける形で、そのタイミングというのは、例えば国の何か方針が出たとかというタ

イミングに合わせたり、例えば東京都のこのような計画ができたとか、そのようなタイミ

ングもはかりながら、時期はやっていかなければいけないと思っています。 

 今年度の区市町村の連絡会では、東京都は、国から計画策定について研修的なものを受

けていますので、それのフィードバックということで進めさせていただいております。お

そらく来年度も前半はかなりその辺が主になってくるのかなと思っております。 

 ただ、この計画をつくるためだけの研修という形ではなくて、先ほども申し上げました
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各区市町村でそれぞれ温度差がありますけれども、取組の好事例等もございますので、そ

の辺も紹介しながらというように考えております。 

 また、既に幾つかの区市から御相談をいただいているのですけれど、区や市においても、

これから計画策定していく上で、どういった方を委員にしたらいいのかというような御相

談をいただいておりますので、都の委員の御紹介をさせていただいたり、あと、連絡会で

もメンバーを御紹介させていただくなどといった形での支援はさせていただいているとこ

ろでございます。 

 また、今はまだでき上がっていないのですけれど、今年度のデータから見る区市町村の

状況と、都下の自殺の関係の団体がどのような事業をやっているかというのを少しまとめ

させていただきましたので、それを区市町村に提供する予定でおりますので、それを見る

と、例えば西東京市であれば西東京市の近くの団体で、このような事業をやっているとい

うのがわかってくるかと思いますので、その辺も参考にしていただければと、今データ的

なところは整理しているところでございます。それが１点目です。 

 ２点目が、３０ページの研修のところでしたか。ほんとうに御指摘のとおりだと思いま

す。研修はずっと同じことをやっていればいいというものではないという御指摘だと思い

ますので、確かに、その時代に応じたカリキュラムとか内容は必要だと思いますが、ここ

は書き方を、またこちらでも検討させていただきます。 

 最後、イメージ図ですか。実は私どもも、これはすごく悩んでおりまして、そもそもこ

れは東京都の取組方針のときにつくらせていただいたイメージ図をもとに、今のバージョ

ンの地域自殺対策推進センターなどを入れさせていただいて、整理させていただいている

のですけれど、もし、ここをこうしたほうが、わかりやすいのではないかとか、イメージ

しやすいのではないかとか御意見がありましたら、御教示いただけるととてもありがたい

と思っておりますので、もし何かあれば、この会議の場でなくても、後から御連絡いただ

いても結構ですので、御意見いただけるとありがたいと思っているところでございます。

こちらに関して、徳丸委員から御意見があると伺っていますので、今よろしいですか。 

【徳丸委員】  イメージ図については、こういった形で書かれるのは一般的かと思うの

ですが、常々思っていることは、セーフティーネットを表現したいわけなのですが、大抵

中ががらんどうで、そこに落ちると、その下に落っこちていってしまうような図になって

いるのです。実際のネットワークがほんとうにそのようになるというのは、現実的には難

しいことではあるのですが、それぞれの要素が、それぞれ連絡が取れる、連携が持てると
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いうことが、目指すべきところかと思いますので、ほんとうは全ての要素から全部のとこ

ろにコネクトが伸びるというのが望ましい姿だろうとは思います。 

 そのようなものは見にくくて仕方がないということはあろうかと思いますので、その辺

は、できる範囲でということかと思います。 

【中山課長】  ありがとうございます。おっしゃるとおりで、ほんとうは全部のところ

に全部の線が出ているのですけれども、全部に線だと、線だらけになってしまうのかなと

思ったのですけれど。 

【徳丸委員】  少し見せ方の工夫という点で、できる範囲のことがあれば、してもいい

かなとは思います。 

【中山課長】  考えてみます。 

【徳丸委員】  あまり本質的なところではないと、お感じになるかもしれないですけれ

ども、イメージという点では、できるのであればと思います。 

【中山課長】  ありがとうございます。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【小高委員】  それに関しては私も、このようなグラフィックな絵心は全くないので、

提案させていただくことはできないのですけれども、線でつながっているというところが。

線でつながれると、線と線の中からこぼれ落ちるというようなところなので、線のつなが

りから面のつながりへというような形でいわれることもあるかと思うのですけれども、そ

のお皿で受けとめるようなイメージの図というのはできないものですか。 

 そのようなデザインができたら、ものすごく活用できるのではないかと、反対に思って

いるのですけれども。勝手なことを申して、済みません。 

【中山課長】  考えてみます。 

【藤澤委員】  乗っかって発言なのですけれども、この中に気づくのは、住民の方御本

人というのが、ここに入れないというのも気になったのです。そのような意味で、円につ

ながっているのですけれど、例えば真ん中に利用者の方というか、住民の方というか、そ

のような方をイメージするようなものを入れていただいて、そこで周りで囲んでいるとい

う感じにすると、もう少し今のようなところが改善される可能性があるのかなと思いまし

た。 

 勝手ばかりで申しわけございません。 
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【鈴木部会長】  なかなか難しいところです。 

 どうぞ。 

【清水委員】  地域のネットワーク、基礎自治体がこのようなネットワークの図を使う

のはわかるのですけれど、東京都と区市町村との関係を、これで表現するのはなかなか難

しいのではないかと思うのです。むしろ、前のページ、５０ページに都の役割と区市町村

の役割とありますけれども、都内の民間団体や関係団体と区市町村に対して、東京都がど

のような関わりを持っているのかという、そのような図が、私は個人的にはわかりやすい

ような気がしました。 

 基礎自治体がこのネットワークの図を使うというのは、行政の中の庁内の連携と、あと

地域の関係機関を巻き込んだ連携ということのすみ分けで使うのはわかるのですけれども、

ただ、区市町村内の体制というのと、東京都の関係とか、このネットワークの図はわかり

づらいと思うので、東京都と都下の区市町村や民間団体とが、どのように関係しているの

かという、その図にいったほうがわかりやすいのではないかと個人的には。 

【鈴木部会長】  私たちは言いっぱなしで申しわけないと思っていますけれど、いろい

ろなことがここに含まれましたね。だから、分けてもいいかもしれないと思うのです。都

のつなぎの役割と、それからこの図と、２種類ぐらいあってもいいのかとは思うのです。 

【中山課長】  ありがとうございます。 

【鈴木部会長】  それと日高委員から出た研修なのです。このような場は、それこそ医

療も福祉も心理も、そして教育も司法も含めて、さまざまな専門家が集っているわけです

から、それぞれの視点での研修というものを一緒にすることは可能だと思うのです。ゲー

トキーパーは１つのアプローチとして、それだけでほんとうにいいのか。質も問題ですけ

れども、アプローチも少し考えてもいいのかなとは思いました。これは私の意見です。 

 どうぞ、お願いいたします。 

【小高委員】  前々回に質問させていただいた内容に重複するかと思うのですけれども、

評価に関して、これまでの評価の部分は削除されたということだったのですけれども、今

後の評価について、この計画を立てて実施して、その後のＰＤＣＡのＣに当たる評価の部

分というのは、各取組に関して何らかの目標があるというのは、たしか前々回にお答えい

ただいていたかと思うのですけれども、実際に計画書の中に全てを盛り込まずとも、この

ような評価を実施して、その後の見直しにもつなげていきますというような文章があって

もいいのかという気はしたのですけれども、そのあたりを教えていただければと思います。 
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【鈴木部会長】  いかがですか。 

【中山課長】  計画の策定のところで、計画期間はこうですというのがあって、評価も

しますよということが入っていたほうがいいのではないかという感じですか。 

【小高委員】  厚労省からのガイドラインなども、評価指標を具体的に挙げるようにと

いう形で、最後のほうにあるかと思うのですけれども、おそらくそれぞれ個別の評価は行

っていかれるかと思うのですけれども、文言として、資料が別にあるかとは思うので、こ

こには評価というか、載っていないと思うのですけれど、評価という文言をちゃんとどこ

かに入れておいたほうがいいのかと。全体の評価となると、かなり難しいかとは思うので

すけれども、話がまたそれますけれど、評価委員のようなものは設けられるのかどうか、

そのようなことも含めて、４ページのところには実態の分析結果や社会情勢の変化等を踏

まえて適宜内容の見直しを行うこととしますという文章はあるのですけれども、これに取

組の評価や成果等も含めてというところは必要ないのかなと疑問に思いました。 

【中山課長】  質問のお答えになっているかどうかと思いますが、２９ページの３３行

目で、ここで東京会議の運営の話をさせていただき、この部会も東京会議の部会なのです

けれども、この東京会議の最後、運営し、自殺対策の取組成果の報告や都計画の進捗管理・

評価の検証を行いますという形で記載させていただいているのですけれど、これとは別に

ということですか。 

【小高委員】  評価という文言が出てはいるのですけれども、埋もれた感というか、評

価というのはＰＤＣＡでいえばＣの部分というのは、かなり重要ポイントだと思われるの

ですけれども、全体としてこのように評価をしていきます、それのもとに内容を改善して

いきますというような項目があってもいいのかなと思った次第です。 

【中山課長】  ありがとうございます。そうすると、最初の計画の趣旨とか、そのよう

なところとかなり近い趣旨なのかなと考えますので、そちらに少し記載方法を検討させて

いただきます。 

 ありがとうございます。 

【鈴木部会長】  お願いします。 

【日高委員】  質問ですが、３０ページのゲートキーパーの養成のところの中の役目が、

ゲートキーパーは１３行目からの３行で、見守りながら相談・支援機関につなぐ役割とい

うのが１つあって、ゲートキーパーの養成のための指導者の育成をすると。それで、その

下の１８行目からのところが、これはゲートキーパーを育てる指導者の役目として理解す
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ればいいのですか。地域においてゲートキーパーの連携を調整して、包括的な支援の仕組

みを構築する役割を担う人材というのは誰というのが、もう少し明確に表現しないと、こ

の役目はすごく難しいので、そのような人を、ただ研修を１回受けて指導者ですという、

過去に私もやっていましたけれど、その人に向けた役目というのは非常に厳しいような感

じがするので、これは何をイメージしたかを書いていったほうがいいかなと思いました。 

【中山課長】  調整させていただきます。検討します。御意見はわかりました。 

【鈴木部会長】  お願いします。 

【清水委員】  生きる支援の一覧のところなのですけれども、資料のページでいうと４

６ページです。今回これを出していただいて、この４６ページから４８ページの３ページ

分が生きる支援関連施策の、今出ている全てということになりますか。都道府県の計画策

定の手引きに関連資料として、事業の棚卸しの事例ということで、生きる支援に関連する

さまざまな都道府県や市町村の事業がリストアップされている資料があるのです。それは、

例えば東京都でも、広報東京都という広報紙があるのです。そのような広報紙を使って自

殺対策の啓発をするというようなことも、生きる支援になり得るわけですし、あるいは図

書館を拠点とした啓発事業ということも、当然これも生きる支援の関連施策になり得るわ

けです。 

 あるいは、長野県では水道メーターの料金票というか、全国に配達される通知票があり

ますが、あそこに３行ぐらい書けるスペースがあるのです。そこを使って自殺対策強化月

間や自殺予防週間には相談電話の番号を周知するとか。 

 東京都で抱えている事業は、ほかの都道府県と比べても、多分自治体の中で一番多いと

思うのです。多分２,０００は超えるのではないかとれ思いますけれど、その２,０００ぐ

らいの中で自殺対策に関連させ得るものは、おそらくたくさんあるので、それがこの３ペ

ージ分だと非常にもったいない。先ほど私がお話しした広報紙とか、ラジオとかテレビと

か、そのような広報媒体も都であれば持っているのではないかと思います。そのようなも

のの中で、この計画５年間のうちの１回やってもらうだけでも全然違うと思いますので、

何かそのように貪欲に、厚労省が出している資料もあるので、それを参考にしながら、ぜ

ひもっと抽出していただくのがいいのではないかと思いますが、その点はいかがですか。 

【中山課長】  御意見ありがとうございます。啓発のところは、まとめて書いてしまっ

たりもしていて、こちら基本施策にいろいろ啓発の関係を載せていたり、あと、例えば４

３ページの真ん中のところ、マスメディアを活用した啓発とか、こういった形で啓発をそ
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れぞれに入れて、今整理させていただいているのですけれど。東京都のホームページとか、

広報紙も今も活用していますし、それは当然といったら変なのですけれど。 

【清水委員】  ただ、これは責任が多分広報紙は広報課ではないですか。 

【中山課長】  いえ、掲載するほうなのです。文章を入れるほう。 

【清水委員】  そうすると、事務局として広報紙にも載せるということを依頼すれば、

それは載るような形ですか。 

【中山課長】  そうです。 

【清水委員】  そのようなことなのですか。であれば、何かもっと細かく書いていただ

いたほうが、私はいいのではないかと思います。それこそエクセルの一覧で。大体ほかの

自治体は今、計画策定に取り組んでいる、モデルをやっているところは一覧に。 

【中山課長】  東京都広報もですし、ホームページもありますし、あとデジタルサイネ

ージとかいろいろなものを使ってやっているのです。それを一覧にして入れたほうがいい

という意味ですね。そこは工夫させていただきます。 

【清水委員】  せっかくいろいろやられているわけなので。 

【中山課長】  都内は結構様々なビジョンが多いので、そのようなものも活用している

ので、そこは整理させていただきます。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。東京の持っている可能性というところは、私

も期待していきたいと思っておりますので、大変な作業にはなると思いますけれども、１

つお考えいただきたいと思いました。 

 どうぞ。お願いします。 

【青木委員】  日野市でございますけれども、計画に対する意見といいますか、４２ペ

ージ以降、今後の事業計画ということで載せていただきましたので、日野市の場合、既存

の計画がありますので、ここでガイドラインと照らし合わせて、どこが足りないかとか、

その辺の作業を始めたところでございまして、年に数回、自殺対策の推進委員会という、

いろいろな分野の入っている委員会がありまして、おとといの夜、実はその委員会があり

まして、お話しできる範囲で東京都さんの策定状況を御報告をさせていただきました。 

 それで、区市町村への支援強化という部分が、各委員さんは大変期待をされておりまし

て、例えば４２ページのところなのですけれども、区市町村等への支援強化ということで、

財政支援は、できれば１０分の１０の補助金などを新設していただいて、それが非常な後

押しになると思いましたので、委員の方からも、今日私がここに来るというのは知ってい
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ましたので、ぜひお伝えいただきたいということでございます。 

 今、日野は、多摩市さんとやっている自死遺族の、それも当初１０分の１０のお金の後

押しがあったというように聞いておりますので、なかなか難しいかと思いますけれども、

そこをよろしくお願いします。 

 あと、日野と多摩市がやっているわかちあいのときのように、少し区市町村の間の先導

役のように東京都さんがなっていただくと、今回わかちあいの会も、実は多摩地区のほか

の自治体から一緒になどというところもあったのですけれど、なかなか調整できない部分

があるので、そのようなところに東京都さんなどが入っていただくと進みやすい。それは

わかちあいの会だけではございませんけれども、そこのところをよろしくお願いします。 

 あと、事業者向けですから、４５ページの辺ですか、職場における自殺対策の推進とい

うことで４番目、うちは大きい日野自動車さんなどがあるので、会社からも委員に入って

いるのですけれど、自治体によってはなかなか事業所向けのところは難しい部分があるの

で、ここは広域的な自治体の東京都さんがやっていただくほうが効果的ではないかという

意見が、おとといも出ました。 

 それから、４４ページですか、若年層対策の推進ということで、ＳＯＳの出し方に関す

る教育ということで、ＳＯＳをいくら出してもキャッチできないとどうにもならないとい

うことで、実は教育委員会からも委員が入っておりまして、一番下のところの教職員に対

する理解促進というところで、ここは変更して、ＳＯＳのキャッチの仕方を、例えば新任

の教員ですとか、そういったところに集中的にやっていきますということを、日野の場合

はですけれども、動き出しをしておりますので、ＳＯＳの出し方に絡めて、キャッチの重

要性のようなところも出せれば出していただいたほうが、これはこの分野だけではないの

ですけれども、情報発信も発進した情報のキャッチの仕方の部分が、生活困窮者の部分な

どでいろいろ課題になっておりますので、そのような意見が日野の委員さんから。もちろ

ん、これはそのまま見せてはおりませんけれども、そのような状況がございましたので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

【鈴木部会長】  御意見ということで、財政支援の問題と、それから橋渡しを都にお願

いしたいということで、日野、多摩の動きというのは、とてもユニークかつ意味あるもの

だと思いますということと、ＳＯＳ教育の、やればいいというわけではなくて、中身が問

われてくるであろうといったときの研修も含めて、もう少しということですね。 
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【青木委員】  はい。 

【鈴木部会長】  どうですか。 

【中山課長】  ありがとうございます。まず財政支援でございますけれども、ありがと

うございます。 

【青木委員】  いろいろ難しいと思うのですけれども。 

【中山課長】  努力をさせていただきます。 

 あと、２点目の、今部会長からユニークなというお話がありました。複数の自治体でや

るというお話ですけれども、先ほども都下の団体の取組状況の調査もさせていただいてい

るということで、今まだでき上がっていなくて、チェック中なのですが、報告書をつくる

予定になっています。これが団体の取組と、あと区市町村の状況をそれぞれ整理したもの

になっていて、この中で団体の取組を一覧にさせていただいていて、そこの中で主要とす

る地域ですとか、各団体の取組内容ですとか、あとは今実際その団体がどういったところ

と連携しているかというのを表にしています。例えばＡという団体があれば、そこは今民

間団体と協力して連携しているとか、区市町村と連携しているとか、企業と連携している

というのをわかるように整理させていただいていますので、こういったものを参考にしな

がら、近隣の３市ぐらいですとか、そういったところでどんどん進めていけるようになる

といいなという思いも含めて、つくらせていただいていますので、また提供させていただ

いて、皆様方と協力しながらやっていきたいと思っております。 

 企業のところにつきまして、４５ページですか、職場における自殺対策というところで

は、東京都がという御意見ありがとうございます。東京都でも、そこは重要と考えており

まして、今回３０年度から新規事業という形で立ち上げさせていただいておりまして、や

っていく予定でございます。企業経営者等に対する理解促進というところは、平成３０年

度予算から議会を通れば実施できるということで、今進めているところでございます。 

 あと、ＳＯＳの出し方もそうですが、そのキャッチというところでございますけれども、

まず、日野市さんから生活困窮の話がございました。今年度、生活困窮制度自体は、実は

私たちの所管ではなくて、隣の部の生活福祉部というところの生活保護をやっているとこ

ろと一緒になって、今政策を進めておりまして、そこが生活困窮の相談窓口の研修を実施

しております。その中に私どもも入っていって、一緒に研修をやるというような形で、少

しずつですが、キャッチするところに自殺の対策のところも入っていくように、今努めて

いるところでございます。 



 -20- 

 今日やって、明日すぐということにはならないとは思いますけれども、そういった少し

ずつの積み重ねで、さまざまな相談機関の方々が自殺対策に寄与していただけると考えて

おりますので、今は生活困窮でしたけれども、例えば区市町村にあります子供家庭支援セ

ンターの職員さんですとかも、私どもの研修に参加していただいたりということで、今ど

んどん広がっていっているのではないかと。 

 私どもからも、これまでは区市町村の自殺を所管しているところにしか御案内していな

かったものを、こどもの関係の所管のところとか、生活困窮の所管のところとかにも御案

内させていただいて広げていくような、少しずつですけれども取組もしておりますので、

その辺を継続的にやっていければと思っております。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

 お願いいたします。 

【徳丸委員】  今、伺っていて、思い出したことがありました。いろいろな区市町村の

職場に御案内していただくということで、それが区市町村に届いたときに、宛名によって

うまく届いている場合と、届いていない場合があるというのが実際のところなのです。例

えば、何々主管課というような宛名で送られていますと、最終的に全部がその自治体の担

当部署、例えば保健所とかにぐるぐる回ってくるというようなことが起きますので、はっ

きりどこどこというように送っていただけると、封をちゃんと開けるのではないかと思い

ます。それが１点。 

 もう１つ、今、新規事業で企業経営者等に対する理解促進の事業を実施されるというこ

とを伺いまして、このようなことを東京都がしていただけるということが、ほんとうに地

域ではありがたいと思いました。もう既に計画がおありかと思いますけれども、例えば、

ある程度の地域ごとに開催して、そこに自治体の担当者ですとか、担当部署の課長ですと

か、ぜひ呼んでいただいて、このような研修の場を地域と職域をつなげるチャンスという

ように使うというか、そのようにしていただけたら、少しつながりがつくれるのではない

かと思いました。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

 そろそろ次の議題に移りたいと思いますけれども、もう一度御意見いただけますか。御

質問ございますか。 

 それでは、引き続きまして、前回の部会におきまして保留となっておりました、東京都

自殺総合対策計画（仮称）のサブタイトルについて、事務局から説明と提案がございます。



 -21- 

よろしくお願いいたします。 

【中山課長】  サブタイトルでございますが、資料１の表紙を御覧ください。前回３つ

挙げさせていただき、いろいろ御意見をいただいて、この案でいかがかというところで、

自殺総合対策大綱から取らせていただきまして、『「誰も自殺に追い込まれることのない東

京」の実現を目指して』というサブタイトルにしたいと思っております。 

【鈴木部会長】  ありがとうございました。このサブタイトルにしたいということでご

ざいます。何か御意見等ございますか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。それでは、この線でいきたいと思っております。 

 それで、議事はこれで終了させていただきたいと思いますけれども、全体を振り返りま

して、会議全体も含めて、皆様何か御発言等いただけますか。決して強制とか、そのよう

なことではないのですけれども、高島委員ですとか、斎藤委員ですとか、森野委員ですと

か、何かございましたらいただきたいと思います。お願いいたします。 

【高島委員】  警視庁の高島です。意見というより要望というようになってしまうので

すけれど、警察で自殺企図者を保護した場合、家族とかいれば家族に引き渡すことができ

るのですけれども、いない場合に、結局、こころといのちのサポートネットを活用させて

もらったり、あとは区役所とかが引き取ってくれるわけでもなく、私も保護解除して目の

前で飛ばれてしまったこととかあるのです。 

 なので、一時的に２４時間体制で対応していただけるようなところがあれば、すごく助

かります。保護業務は結構簡単なように見えるのですけれど、時間もかかって、人も要し

て、厳しいなというところが警察にございますので、そのようなところがあれば、現場の

意見として、すごく助かるなというものがあります。 

 以上です。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

【清水委員】  いいですか。私もいろいろな自治体の自殺対策の協議会等で研修したり、

会議に参加したりするのですけれど、ほぼ例外なく、全てといっていいと思います、現場

の警察署の方たちが一番苦慮しているのは、まさに自殺行動に至って、家族に引き渡せな

い、その人を保護できるのは２４時間で、しかも大体夜保護して、朝帰っていただかなけ

ればならない中で、このまま保護せずに帰したら、また自殺行動に至ってしまうのではな

いかと思いながらも、でも強制力があるわけでもないので、引き渡す先がないので、そこ

で、そうせざるを得ないというのは全国で起きているので、国でも、そこは何とか体制を
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整えるべく、できないかという議論は、今までもやってきたのですけれど、もっとこの計

画策定を全自治体がやる中で、努めていきたいと思いますけれど、まさにそこのところは、

ほんとうに課題となっているのです。 

 もし、国が音頭を取る形でなく、自治体が音頭を取ってやっていくとしたら、多分それ

が一番できるのが、財政的に東京都だと思うのです。ほかの自治体にはとてもできないの

です。ですから東京都でモデル的にでも何かこのような形で、一時シェルターのようなと

ころで保護して、そこを拠点に何か生きる支援が展開できるというようなことができれば、

ありがたいなという感じはします。 

 いきなり国の制度に持っていくのはなかなか難しいところもあるので、現場の警察官の

方たちが、そこは一番苦労されているところだと思います。 

【徳丸委員】  今のケース、精神保健福祉法の警察官通報で医療保護入院。 

【清水委員】  だから医療保護できる人はいいのです。できない人。 

【高島委員】  精神錯乱で自傷他害のおそれがある。 

【徳丸委員】  自殺は自傷他害ということで、東京都がまさに鑑定をしてくれるわけで

すけれども、程度問題ではありますけれども、可能性としては１つあるかなとは思います。 

【藤澤委員】  私も同じ点で、措置入院の適用というのをお考えいただくのはどうかと

思うのです。難しいのですか。逆に、どの辺に課題があるかを、私たちの精神医療の側と

して考えたいと思います。 

【高島委員】  通報しても、診察すらしてもらえないことが半分ぐらいあります。精神

錯乱で自傷他害のおそれがあるということが要件なのですけれど、それを夜間であればひ

まわりに通報して、このような現状なのですけれどと説明しても、自傷の程度が薄いです

とか、そういった回答で診察もしてもらえないようなことも結構あるのです。 

【藤澤委員】  端的に、窓口になるのはどこが判断して、そのような形になっているの

ですか。各医療機関ということですか。措置鑑定の。 

【高島委員】  昼間は保健所です。保健所に通報して、そこから東京都福祉保健局に行

っていると思う。夜は、通称ひまわりというところに通報して、そこから東京都福祉保健

局の管理職に当たる方に。 

【中山課長】  精神医療のところです。 

【高島委員】  夜間個別に私用携帯に問い合わせが行って、そこから回答をもらうとい

うように聞いています。 
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【鈴木部会長】  だから、その間ずっと対応されているのが警察の方なのだけれども、

そこに対する支援体制も、まだおぼつかないのではないか、見えていないということです。

現場は対応せざるを得ないという、抗議ではないけれども、意見が出ましたので、これを

まず記録にとどめていただいて、今、清水委員が言ったように、国のセンターなのか、そ

れとも都ができる範囲でやっていくのかというところも、多分見極めが問われてきている

のだと思うのです。そのような意見が出ました。 

【清水委員】  補足でいうと、その後は措置入院の対象にならない、つまり精神疾患で

はないと考えられる、でも自殺念慮者はいるので、そのような人たちは措置入院もさせら

れない。仮に話が通る回路があったとしても、それはさせられないので、そうすると、も

う警察としては、その方を入院させることができない。家族に連絡が取れなかったり、家

族がいなければ、家族に引き渡すこともできない。そうすると、帰っていただくしかない

という、そのような現状なので、これはほんとうに、どの自治体の、どの協議会に行って

も必ず出る話です。 

【藤澤委員】  私の私見ですけれども、背景には、これまでの精神医療が精神病性障害

とか、統合失調症を中心とする医療に偏重しておりまして、自殺というのは精神疾患だけ

ではなくて、社会的なこととの両輪なのですけれども、後者に対する認識が精神科医の中

で薄いというのはあるのではないかと思うのです。 

 結局、措置鑑定に関与するのも精神科医の判断がかなり大きいと思いますので、逆に今

回の重点施策の中で自殺未遂者支援ということが１つ挙がっておりますけれども、そこの

研修の中に、そういったものに対する研修を盛り込んでいただくとか、そのことを検討い

ただいて、精神科医の認識の向上ということも考えていただいてもいいかもしれません。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

 よろしいですか。では、斎藤委員、よろしくお願いいたします。 

【斎藤委員】  先ほどＳＯＳの出し方に関する教育の取組につきまして、受けとめ方が

重要であるというお話をいただいております。教育委員会も、このことは十分認識をして

います。今、学校はいじめ防止や不登校等の予防のための研修会は繰り返し行っていると

ころですが、そこに自殺対策の視点が十分にあるかというと、まだ十分にあるとはいえな

いと思います。 

 今回、ＳＯＳの出し方に関する教育のＤＶＤ教材を３月に東京都の公立学校全校に発出

して、来年度は全ての学校でそれを活用して授業を行うことになっています。この機会に、
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ＤＶＤを活用して授業を実施する当該学年だけではなくて、校内研修等を通して、まずは

全ての教職員がＳＯＳの出し方に関する教育の目的や内容を理解するようにということを

指示していきたいと考えています。 

 そして、それから受けとめ方をどのように具体的に、どのような言葉で受けとめるかと

か、そういったことを教職員の研修も常に段階的に進めていかなければいけないと考えて

おりますので、受けとめ方、しっかり認識して、全ての学校が進められるよう支援してい

きます。 

 以上です。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

 それでは、森野委員、よろしくお願いいたします。 

【森野委員】  最近幾つか自殺未遂とか危機的な状況の相談があって、実際の問題とい

うのは地域横断的であったり、問題横断的な面が多いのです。例えば多重債務とか失業と

かがメンタルヘルス全部かぶってくるとか、東京に来て相談しているけれども、実は田舎

から出てきて危機的になるとか、そういったときに私の関わっている幾つかの団体では地

域間で連携を取り合ったり、問題に応じて窓口につながったりということをやっていて、

力量のある方がコーディネートすればできるのですけれども、その辺、ここにもちゃんと

書いてあって、２９の関係機関・地域ネットワークの強化のあたりにしっかり書いてある

のですけれども、個々の窓口でいろいろ対応しようという問題が総花的になればなるほど、

自分にも関係あると各機関は思うのですけれども、そこでとどまってはだめで、各機関が

他地域との連携とか、ほかの問題との横断的なものも意識しつつ自分のところでかかわる

というようなところ、そのように書いてはあるのですけれども、各論の冒頭に書くとか何

かしたほうがいいのかなと思いつつ発言できなかったのですが、東京都を超えたところは

無理でも、都内の問題については東京都がコーディネートするのに任せるのではなくて、

各窓口がそのような意識を持って関わるというのが、どこかにあったほうがいいのかなと

思いまして、そこが一番ポイントで、窓口が充実しても、問題がそこでとどまって解決し

ないのではなくて、順番に問題を受け渡しながらも、全体的に解決に向かうというイメー

ジは、ネットワークとかそのようなところなのかなと思ったので、意見として述べました。 

【鈴木部会長】  ありがとうございます。 

【森田委員】  例えば、斎藤委員から小学校でこどものＳＯＳの出し方についての教育

ということで、３０年度から小中学校で行われるという話を聞きまして、実は学校の現場
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の養護教諭の先生とか、生活指導の先生から自治体に保健師さんを派遣してほしいという

か、保健師さんで教育をしていただきたいという依頼が来ているというお話を耳にしてい

るのですけれども、役所も人員不足というか、人手不足の面がどの自治体もございますの

で、学校の現場の御指導をよろしくお願いしたいというのが１点でございます。 

 あと、どうしても気になるのが区市町村への支援ということで、先ほど日野市さんから

もお話があったのですけれども、昨日、私どもの地区の８自治体の保健所連絡会というの

がございました。自殺対策のことが議題に上りまして、計画を策定していく上で一番気に

なるというか、問題点は、マンパワーに不足ということと予算関係というようなことで、

お話がありました。８自治体の中で３０年度に計画策定を予定しているのは、うちも予定

しておりますけれども、８自治体のうちの３自治体が計画を予定しております。 

 その中で、どうやって進めていったらいいのか、委員さんの選定とか、そういった細か

いものを地域としては東京都さんに御紹介をいただくとか、指導をお願いしたいというこ

とで話がありましたので、この場をかりましてお願いをさせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【鈴木部会長】  ありがとうございました。最後に至りまして、かなり本質的かつ大切

な問題が出てきましたので、継続して私たちの問題として考えていきたいと思っておりま

す。ありがとうございます。 

 それでは、次第の３、その他ですけれども、事務局から何か追加事項はございますか。 

【中山課長】  それでは事務局から、机上に置かせていただきましたチラシが２種類、

オレンジ色のものと、緑色のものがございます。オレンジ色のものが、３月の「自殺防止！

 東京キャンペーン」の普及啓発用チラシになります。表には都の自殺相談ダイヤルの案

内、裏面には、電話相談に取り組む民間団体等の特別相談の実施予定表を掲載してござい

ます。 

 また、３月１４日、都民ホールで筑波大学の斎藤先生をお招きいたしまして、「ひきこも

りと自殺いかに対話するか」という講演をいただく予定でございます。 

 また、緑色のものは斎藤先生に御講演いただく３月１４日のチラシになります。宣伝さ

せていただきました。 

 お配りしたチラシ等については、関係機関にも広報していただけると幸いです。また、

事務局に御連絡いただければ、別途郵送させていただきますので、もし何かあれば御連絡

ください。 
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 事務局からは以上でございます。 

【鈴木部会長】  ありがとうございました。 

 それでは最後に、今後のスケジュール等について、事務局から御説明をお願いいたしま

す。 

【中山課長】  本日は、多くの貴重な御意見をありがとうございました。本日いただい

た御意見と、また私ども内部の調整も踏まえまして、この計画の原案を修正したいと思っ

ております。 

 今後のスケジュールでございますけれども、今年度の部会は本日の第４回をもちまして

終了となります。皆様方には後日、修正した原案を送付させていただきますので、お手数

とは思いますが、再度御確認をお願いしたいと思います。その後、来月２月２３日の金曜

日には、第２回自殺総合対策東京会議におきまして、この計画の原案について確認をさせ

ていただき、御承認いただければパブリックコメントを実施する予定でございます。そち

らの東京会議には、鈴木部会長にも御出席いただければと思っております。 

 また、翌年度５月にはパブリックコメントでいただいた御意見等を踏まえまして、再度

検討するための計画策定部会を開催したいと考えておりますので、お忙しいところ恐縮で

はございますが、御出席のほう御協力をお願いしたいと思います。 

 ２点目でございますけれども、本日配付いたしました資料については、もし、お荷物に

なるということでございましたら、席に置いておいていただければ、後ほど事務局から郵

送させていただきます。また机上配付といたしました緑色のファイルについては、そのま

ま残していただきますよう、お願いいたします。 

 また、お車でお越しの方は、事務局で駐車券を用意してございますので、お申しつけく

ださい。 

 計画策定部会、今年度は最後になります。かなり下半期に、ほぼ月１回ぐらいのペース

で皆様に都庁まで御足労いただき、長時間また活発な御意見をいただいたことに大変感謝

しております。ほんとうにありがとうございました。来年度以降も、この計画策定につい

ては、まだ完成版ではございませんので、また御協力いただくことになるかとは思います

が、その際もよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上になります。 

【鈴木部会長】  ありがとうございました。 

 本日は長時間にわたって御討議いただきまして、まことにありがとうございます。これ
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にて平成２９年度第４回自殺総合対策東京会議計画策定部会を閉会したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

── 了 ── 

 


